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１．変更の概要 

１．１ 敷地の面積及び形状の変更 

環境管理センター及び技術開発研究所は，廃棄物管理施設の周辺監視区

域の南側と隣接しており，廃棄物管理施設の警備フェンス内に位置してい

るが，廃棄物管理施設の敷地に含まれておらず，周辺監視区域は別途設定

されている。 

したがって，廃棄物管理施設，環境管理センター及び技術開発研究所の

敷地及び周辺監視区域を一元化するため，環境管理センター及び技術開発

研究所を含むように廃棄物管理施設の敷地及び周辺監視区域を拡大する。 

変更後の敷地の面積は，約 380 万ｍ２から約 390 万ｍ２に変更となる。 

 【補足説明資料 1-1】 

 

１．２ 安全解析に使用する気象条件の変更 

平常時の年平均地表空気中濃度の計算及び設計最大評価事故時の線量

評価に用いる気象条件は，再処理施設と同様に，至近の観測結果（平成

25 年４月から平成 26 年３月の１年間）に基づくものを用いることとする。 

また，安全解析に用いる気象条件の変更にあたり，敷地において観測

した平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１年間の気象は，長期間の

気象と比較して特に異常な年ではないことを確認する。 

【補足説明資料 1-2】 

 

１．３ 線量告示改正に伴う変更 

線量限度等を定める告示が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業

に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年８月

31 日原子力規制委員会告示第８号）」へ変更となったことに伴い，遵守す
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る法令を変更する。当該変更により，評価に使用する数式，数値等の変

更はない。 

 

１．４ １．１～１．３の変更に伴う安全評価等への影響の確認 

敷地の面積及び形状の変更については，第十七条（廃棄施設）の放射

性物質の放出に係る年平均地表空気中濃度の計算及び第二条（遮蔽等）

の施設からの放射線（直接線及びスカイシャイン）による線量評価への

影響を確認した。 

【補足説明資料 2-1】 

【補足説明資料 3-1】 

 

安全解析に使用する気象条件の変更については，第十七条（廃棄施

設）の放射性物質の放出に係る年平均地表空気中濃度の計算への影響を

確認した。 

【補足説明資料 2-2】 

 

線量告示改正に伴う変更は，線量限度等を定める告示が「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」へ変更となったことに伴い，遵守する法令を変更するの

みであり，評価に使用する数式，数値等の変更はないため，線量評価へ

の影響の確認は不要である。 



2-1 

２．変更に伴う設計方針 

２．１ 敷地の面積及び形状の変更 

当該変更では，敷地の面積を約 380 万ｍ２から約 390 万ｍ２に変更し，

敷地の南側の形状を，環境管理センター等を含む形状に変更する。 

 

２．２ 安全解析に使用する気象条件の変更 

当該変更では，安全解析に使用する気象条件を，再処理施設と同様に，

至近の観測結果（平成 25 年４月から平成 26 年３月の１年間）へ変更す

る。 

 

２．３ 線量告示改正に伴う変更 

当該変更では，線量限度等を定める告示の変更に伴い，遵守する法令

を変更する。 

 

２．４ ２．１～２．３の変更に伴う安全評価等への影響の確認 

当該変更では，２．１～２．３の変更に伴い，安全評価等の再評価を

行う。
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３. 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」への影響 

本変更の「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性について確認した。 

本変更により影響を受けると考える条文は，「第二条 遮蔽等」，「第九

条 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止」，「第十二条 設計最

大評価事故時の放射線障害の防止」及び「第十七条 廃棄施設」であり，

設計方針や安全評価等への影響を確認した結果，規則要求を満たしてる

と判断した。 

また，上記以外の条文は，本変更による影響を受ける規則要求はない

と判断した。 

本変更による各条文への影響の確認結果の詳細を第１表に示す。 
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第１表 本変更に伴う廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への影響について 

 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（遮蔽等） 

第二条 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接

線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を十分に

低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでな

ければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要がある場

合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所にお

ける線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じ

たものでなければならない。 

・周辺監視区域の拡大の影響があるＳ及びＳＳＷ方位に

ついては，評価距離が大きくなるため，線量が最大と

なる方位（周辺監視区域までの距離が最短の方位）及

び評価結果に変更はない。したがって，規則要求を満

たす評価であることを確認した。 

 

上記以外の変更の影響を受ける規則要求はない。 

（閉じ込めの機能） 

第三条 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域

に適切に閉じ込めることができるものでなければならな

い。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

 

 

 

（火災等による損傷の防止） 

第四条 廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物

管理施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を

適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならな

い。 

 一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

 二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火するこ

と。 

 三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（廃棄物管理施設の地盤） 

第五条 廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定す

る地震力（安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地

震力を含む。）が作用した場合においても当該廃棄物管理施

設を十分に支持することができる地盤に設けなければなら

ない。 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全

機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

 

 

 

 

 

（地震による損傷の防止） 

第六条 廃棄物管理施設は、地震力に十分に耐えることがで

きるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがあ

る廃棄物管理施設の安全機能の喪失に起因する放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度に

よって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそ

れがないものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設は、前項の地震の発生によって生ずる

おそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（津波による損傷の防止） 

第七条 廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び

津波を除く。）が発生した場合においても安全性を損なわな

いものでなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定さ

れる当該廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して安全性を損なわないものでなければな

らない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、

廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件そ

の他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがあ

る物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二

十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をい

う。）を防止するための設備を設けなければならない。 

・敷地の面積及び形状の変更による廃棄物管理施設への

人の不法な侵入等の防止に係る設計方針に変更はな

い。 

 

上記以外の変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（核燃料物質の臨界防止） 

第十条 廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそ

れがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じ

なければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（安全機能を有する施設） 

第十一条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度

に応じて、その機能が確保されたものでなければならな

い。 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は

安全機能を有する施設に属する設備を一の廃棄物管理施設

において共用する場合には、廃棄物管理施設の安全性を損

なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認す

るための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持する

ための保守又は修理ができるものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物

管理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要が

ある場合には、多重性を有しなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（設計最大評価事故時の放射線障害の防止） 

第十二条 廃棄物管理施設は、設計最大評価事故（安全設計

上想定される事故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した

結果、その線量が最大となるものをいう。）が発生した場合に

おいて、事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないもので

なければならない。 

 

 変更後の気象条件及び敷地拡大後におけるガラス固

化体貯蔵建屋から敷地境界までの距離を用いてχ／

Ｑの評価を行った結果，評価方位への影響はない。

したがって，規則要求を満たす評価であることを確

認した。 

 

上記以外の変更の影響を受ける規則要求はない。 

（管理施設） 

第十四条 廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、

放射性廃棄物を管理する施設を設けなければならない。 

 一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するも

のとすること。 

 二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法に

より当該放射性廃棄物を保管するものとすること。 

 三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生す

る熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための

必要な措置を講ずるものとすること。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 



3-7 

 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設には、必要に応じて、放射性廃棄

物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保

されていることを適切に監視することができる計測制御系

統施設を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により

当該廃棄物管理施設の安全性を損なうおそれが生じたと

き、次条第二号の放射性物質の濃度若しくは線量が著しく

上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏え

いするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速

やかに警報する設備を設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

 

 

 

 

（放射線管理施設） 

第十六条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管

理施設を設けなければならない。 

 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を

監視し、及び管理する設備を設けること。 

 二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及

び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。 

 三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するた

め、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けるこ

と。 

 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

（廃棄施設） 

第十七条 廃棄物管理施設には、周辺監視区域の外の空気中

及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度

を十分に低減できるよう、必要に応じて、当該廃棄物管理

施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。）を

設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物

を保管廃棄する施設を設けなければならない。 

 周辺監視区域の拡大後における冷却空気出口シャフ

トの排気口及びガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒から周辺監視区域境界までの距離を用いて，気体

廃棄物の放出に係る年平均地表空気中濃度の計算を

行った結果，評価地点における評価結果の代表性へ

の影響はない。したがって，規則要求を満たす評価

であることを確認した。 

 気象条件を変更しても平常時における周辺監視区域

外の年平均地表空気中濃度は，変更前と同様に極め

て小さく，公衆の線量も同様に影響を無視できるレ

ベルである。したがって，規則要求を満たす評価で

あることを確認した。 

 

上記以外の変更の影響を受ける規則要求はない。 

（予備電源） 

第十八条 廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の

供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に

使用することができる予備電源を設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（通信連絡設備等） 

第十九条 事業所には、安全設計上想定される事故が発生し

た場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよ

う、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合

において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則への影響 

連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならな

い。 

３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備

を設けなければならない。 

 

 

変更の影響を受ける規則要求はない。 
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敷地の面積及び形状の変更について 

 

１．敷地の面積及び形状を変更する理由 

１．１ はじめに 

廃棄物管理施設がある沖付地区には，法令に基づき以下の(1)，(2)，(4)

及び(5)に示す４施設の周辺監視区域が設定されている。また，今後以下の

(3)に示す１施設の周辺監視区域が設定される予定である。 

(1) 再処理施設 

(2) 廃棄物管理施設 

(3) ＭＯＸ燃料加工施設（新規制基準に係る事業変更許可申請中であり未

設定） 

(4) 再処理事業所の核燃料物質使用施設 

(5) 環境管理センターの核燃料物質使用施設 

このうち，(1)～(4)の周辺監視区域は同一の形状である（以下，ここでは

(1)～(4)の周辺監視区域を「周辺監視区域Ａ」，(5)を「周辺監視区域Ｂ」と

いう。（「図－１ 沖付地区の周辺監視区域」 参照））。この周辺監視区域に

ついては，法令において次の措置を講ずることが要求されている。 

イ 人の居住を禁止すること。 

ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上

立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし，当該区域に人が

立ち入るおそれがないことが明らかな場合は，この限りではない。 

周辺監視区域Ａ，Ｂについては，人の居住を禁止するとともに，周辺監視

区域境界にフェンスを設置するとともに標識を設置し業務上立ち入る者以外

の立ち入りを制限しているため，法令上の要求は満たしている。このため，

法令上の問題はない。しかし，以下のような状況にある。 
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１．２ 周辺監視区域の状況 

廃棄物管理施設南側の警備フェンス内に設置されている，環境管理センタ

ー１）及び技術開発研究所２）は，周辺監視区域Ａの外側に位置している。出

入り部の位置を，図－１のＡ１部，Ａ２部に示し，出入り部の状況を，図－

２に示す。また，環境管理センターの周囲には周辺監視区域Ｂが設定されて

いる。 

したがって，廃棄物管理施設南側部分は，周辺監視区域Ａ，周辺監視区域

Ｂ，非周辺監視区域が混在している状況にある。 

 

１．３ 変更の目的及び変更の内容 

 前述した状況を改善するため，環境管理センター及び技術開発研究所を周

辺監視区域Ａに含むよう，周辺監視区域境界Ａの南側境界を既設警備フェン

スに変更する。 

本変更により，周辺監視区域は周辺監視区域Ａのみになり，廃棄物管理施

設南側部分の警備フェンス内における周辺監視区域及び非周辺監視区域の混

在状態が解消される。 

一方，周辺監視区域Ａは，廃棄物管理施設の敷地３）内である必要がある。

現状廃棄物管理施設南側の敷地境界は周辺監視区域Ａの境界と同じであるた

め，周辺監視区域Ａの境界を既設警備フェンスに変更する場合には，この部

分の敷地境界も既設の警備フェンスに変更する必要がある。このため，敷地

の面積及び形状を変更する。変更後の敷地境界を図－１に示す。敷地の面積

は約 380 万ｍ２から約 390 万ｍ２に変更となる。 

当該部分の敷地境界が既設警備フェンスに変更となることにより，環境管

理センター及び技術開発研究所が再処理事業所内となる。 

１）環境管理センターは，環境放射能及び放射線の監視を行う施設であり，再処理施設及
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び廃棄物管理施設の運転及び管理を行う施設ではなく，再処理の事業に関する規制及び廃

棄の事業に関する規制の対象外である。各種環境試料の分析を行うため，標準試料として

微量の核燃料物質を使用している。 

２）技術開発研究所は，技術開発を行うための施設であり，廃棄物管理の事業に関する規

制の対象外である。 

３）「敷地」とは周辺監視区域を含む事業上必要な土地をいい，事業許可上の再処理事業

所用の土地である。 

 

３．廃棄物管理施設以外の周辺監視区域の変更の状況 

変更の状況を以下に示す。再処理施設については申請中であり，他は変更

済みである。再処理施設と廃棄物管理施設について変更の許可が得られた後

は，５施設の周辺監視区域が同一の形状となり，一元化される。 

施設 状況 

① 再処理施設 
変更を反映した形で事業変更許可申請中 

（令和元年 7 月 31 日申請） 

② ＭＯＸ燃料加工施設 

変更を反映した形で事業許可取得済み 

（平成 19 年 2 月 20 日の一部補正で反映，

平成 22 年 5 月 13 日事業許可） 

③ 
核燃料物質使用施設 

（再処理事業所） 

変更を反映した形で変更許可取得済み 

（平成 22 年 3 月 4 日申請，4 月 20 日変更

許可） 

④ 
核燃料物質使用施設 

（環境管理センター） 

変更を反映した形で変更許可取得済み 

（平成 22 年 3 月 4 日申請，4 月 20 日変更

許可） 

＊ 核燃料物質使用施設については，再処理事業所，環境管理センター各々で変更許可申

請を実施（環境管理センターの核燃料物質使用施設については，周辺監視区域Ａと同じ形

状に変更） 



変更後

この部分は周辺監視区域境界と敷地境界、
再処理事業所境界が同じである。

図— 1 沖付地区の周辺監視区域

については核不拡散の観点から公開できません。

周辺監視区域境界を既設警備フェンスに変更。
敷地境界、再処理事業所範囲も警備フェンス
部に変更となる。



技術開発研究所との出入り部（Ａ２部） 

（中央部に見えるフェンスが周辺監視区域境界） 

Ａ部（周辺監視区域境界Ａ南側） 正門警備所 フェンス  技術開発研究所 

環境管理センター側との出入り部（Ａ１部） 

（奥が再処理施設側） 

（中央部に見えるフェンスが周辺監視区域境界）

図－２ 周辺監視区域Ａ境界の状況
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については核不拡散の観点から公開できません。
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安全解析に使用する気象条件の変更について 

 

１．安全解析に使用する気象条件の変更の経緯 

廃棄物管理事業許可申請書（既許可）において，安全解析に使用する

気象条件は，昭和 60 年 12 月から昭和 61 年 11 月の１年間の気象条件を用

いていたが，再処理施設の新規制基準への適合性審査において，新たに実

施する重大事故時の中央制御室及び再処理施設緊急時対策所の居住性評価

に用いる気象条件については，至近の観測結果に基づくものを用いること

とし，平成 25 年４月から平成 26 年３月の１年間の気象条件とすることに

決定した。 

上記に伴い，廃棄物管理施設における平常時の年平均地表空気中濃度

の計算に用いる気象条件についても，再処理施設で用いる気象条件に合わ

せることとした。 

 

２．気象条件の変更に伴う平常時の年平均地表空気中濃度の計算 

 １．における気象条件の変更に伴い，平常時の年平均地表空気中濃度の

計算を行い，影響のないことを確認した。 

なお，詳細は「補足説明資料 2-2 安全解析に使用する気象条件の変更

に伴う第 17 条（廃棄施設）への影響について」に記載する。 
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３．気象条件変更の詳細 

３．１ 変更前後の気象観測結果の比較 

廃棄物管理事業許可申請書（既許可）における気象観測結果と至近の

観測結果（平成 25 年４月から平成 26 年３月）は，第１表のとおりである。 

 



補 1-2-3 

第１表 気象観測項目ごとの変更前後表 

 気象観測項目 

変更前 変更後 

地上高 10ｍ 

(標高 69ｍ) 

地上高 10ｍ 

(標高 69ｍ) 

風

向 
風向出現頻度 

西寄り及び東寄りの風が多い 西寄り及び東寄りの風が多い 

・6 月～9 月にかけて東及び東北東の

風が多い 

・その他の月は西寄りの風が多い 

・5 月～10 月にかけて東寄りの風が多

い 

・その他の月は西寄りの風が多い 

風

速 

年平均風速[m/s] 4.8 4.3 

静穏 

(0.5m/s 未満) 

年間出現頻度[％] 0.5 1.1 

継続時間 ほとんどが 1 時間以内 ほとんどが 1 時間以内 

大

気

安

定

度 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ型，Ｄ型 
西寄り及び東寄りの風が 

ほぼ同程度出現 

西寄り及び東寄りの風が 

ほぼ同程度出現 

Ｅ＋Ｆ＋Ｇ型 西～北西の風がやや多く出現 西南西～北西の風がやや多く出現 
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３．２ 安全解析に使用する気象条件の代表性について 

安全解析に使用する気象条件の変更にあたり，敷地において観測した

平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１年間の気象が長期間の気象と比

較して特に異常でないか否かの検定を行い，気象条件の代表性を確認する。 

（１） 検定に用いた観測結果 

平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１年間における観測項目に

ついて，敷地において観測した至近 10 年間（平成 15 年４月～平成 25

年３月）の気象資料を用いて検定する。 

なお，事業許可時（敷地において観測した昭和 60 年 12 月から昭和

61 年 11 月までの１年間の気象条件）は，八戸測候所及びむつ測候所

における 10 年間（昭和 50 年 12 月～昭和 60 年 11 月）の資料により検

定している。 

（２） 検定した観測項目 

地上高 10ｍにおける以下の観測項目に対して，検定する。 

ａ．風向出現頻度 

ｂ．風速階級 

（３） 統計期間 

統計年及び検定年は，以下のとおりである。 

統計年：平成 15 年４月～平成 25 年３月 

検定年：平成 25 年４月～平成 26 年３月 

（４） 検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従った。 

（５） 検定結果 

検定の結果を第２表及び第３表に示す。結果より，地上高 10ｍの風

向風速について，有意水準５％で棄却された項目はなかった。 
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以上より，平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１年間が，風向

風速に関し，長期間の気象の状態と比較して特に異常な年ではなく，

気象条件の代表性に問題はない。 
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第２表 棄却検定表（地上高10ｍ，風向）（１／２） 

 

観測場所：敷地内露場（地上高10ｍ，標高69ｍ） （％） 

統計年 

(平成) 

風向 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均値 
検定年 

25 

棄却限界 判 定 

○採択 

×棄却 
上 限 下 限 

N 1.22 1.40 1.06 1.69 1.53 1.34 1.72 1.79 1.15 1.19 1.41 1.27 2.03 0.79 ○ 

NNE 0.83 0.83 0.61 1.01 0.94 0.93 1.16 0.75 0.71 1.08 0.89 1.08 1.29 0.48 ○ 

N E 1.16 1.16 0.89 0.87 0.84 0.79 1.05 1.10 0.81 0.76 0.94 1.01 1.31 0.57 ○ 

ENE 6.83 7.36 6.94 7.28 6.51 7.25 5.77 4.93 5.85 6.53 6.53 4.95 8.40 4.65 ○ 

E 14.58 7.26 10.09 11.73 8.71 10.89 10.48 9.91 10.78 11.86 10.63 12.15 15.26 6.00 ○ 

ESE 12.47 11.36 13.23 12.65 13.73 13.44 13.44 10.74 12.30 14.37 12.77 12.12 15.40 10.15 ○ 

S E 2.26 2.37 3.19 2.91 2.61 2.87 2.22 2.65 1.81 2.04 2.49 1.89 3.51 1.48 ○ 

SSE 1.54 1.19 1.16 0.94 1.15 1.32 1.00 1.14 1.01 1.19 1.16 1.15 1.57 0.75 ○ 

S 3.51 3.87 3.27 3.06 2.97 4.37 3.17 3.68 3.05 3.57 3.45 3.01 4.49 2.41 ○ 

SSW 2.91 3.81 3.12 3.08 3.51 3.73 4.16 4.21 3.77 3.80 3.61 3.56 4.67 2.55 ○ 

S W 2.89 3.33 3.10 3.46 3.76 3.72 4.19 4.36 4.07 3.57 3.65 3.65 4.77 2.52 ○ 

WSW 8.90 7.78 7.26 6.01 7.03 6.23 8.72 9.40 8.96 7.50 7.78 7.70 10.59 4.97 ○ 

W 15.91 16.82 16.67 11.86 14.18 14.09 14.89 16.21 15.65 15.64 15.19 18.45 18.75 11.63 ○ 

WNW 16.42 21.02 19.98 19.94 20.11 17.94 17.45 18.23 18.47 16.94 18.65 16.87 22.29 15.01 ○ 

注） 統計年 15 は，平成 15 年４月～平成 16 年３月を示す。 
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第２表 棄却検定表（地上高10ｍ，風向）（２／２） 

 

観測場所：敷地内露場（地上高 10ｍ，標高 69ｍ） （％） 

統計年 

(平成) 

風向 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均値 
検定年 

25 
棄却限界 

判 定 

○採択 

×棄却 

N W 5.37 7.08 6.39 9.18 8.28 7.24 6.78 7.06 7.27 6.50 7.12 7.64 9.58 4.65 ○ 

NNW 2.17 2.24 2.13 3.23 2.87 2.68 2.79 2.70 2.31 2.29 2.54 2.42 3.41 1.67 ○ 

CALM 1.04 1.13 0.91 1.10 1.28 1.17 1.01 1.12 2.01 1.15 1.19 1.07 1.91 0.47 ○ 

注） 統計年15は，平成15年４月～平成16年３月を示す。 
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第３表 棄却検定表（地上高10m，風速分布） 

 

観測場所：敷地内露場（地上高10ｍ，標高69ｍ） （％） 

統計年 

(平成) 

風速 

（m/ｓ） 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均値 
検定年 

25 

棄却限界 判 定 

○採択 

×棄却 上 限 下 限 

0.0 ～ 0.4 1.04 1.13 0.91 1.10 1.28 1.17 1.01 1.12 2.01 1.15 1.19 1.07 1.91 0.47 ○ 

0.5 ～ 1.4 13.41 14.16 12.20 14.18 14.79 13.87 13.15 16.14 14.72 14.28 14.09 14.38 16.61 11.57 ○ 

1.5 ～ 2.4 15.06 14.46 13.96 14.42 14.52 15.77 15.27 17.49 14.80 15.86 15.16 14.83 17.58 12.75 ○ 

2.5 ～ 3.4 13.97 13.71 15.88 15.28 14.82 15.79 16.63 16.01 14.54 16.03 15.27 15.24 17.57 12.97 ○ 

3.5 ～ 4.4 13.55 13.01 14.03 13.86 14.64 13.97 15.10 12.91 13.79 13.62 13.85 14.26 15.42 12.27 ○ 

4.5 ～ 5.4 12.45 11.08 10.59 11.78 11.93 10.74 10.65 9.61 10.69 11.12 11.06 10.85 12.99 9.14 ○ 

5.5 ～ 6.4 9.45 8.54 8.23 9.35 9.31 8.43 8.37 7.88 9.12 7.92 8.66 8.58 10.08 7.24 ○ 

6.5 ～ 7.4 6.48 7.25 7.73 6.67 6.95 6.30 6.52 5.92 6.69 6.30 6.68 6.73 7.91 5.45 ○ 

7.5 ～ 8.4 4.48 5.60 5.68 5.40 4.84 4.51 5.07 4.34 5.51 5.01 5.04 5.20 6.21 3.87 ○ 

8.5 ～ 9.4 3.73 4.27 4.23 3.45 3.53 3.21 3.21 3.40 3.91 3.25 3.62 3.90 4.57 2.67 ○ 

9.5 ～ 6.38 6.81 6.57 4.50 3.39 6.24 5.01 5.17 4.22 5.45 5.37 4.97 8.05 2.70 ○ 

  注） 統計年 15 は，平成 15 年４月～平成 16 年３月を示す。 
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敷地の面積及び形状の変更に伴う第２条（遮蔽等）及び 

第 17 条（廃棄施設）への影響について 

 

１．概要 

  廃棄物管理施設に隣接する核燃料物質使用施設（環境管理センター）等

の周辺監視区域との一元化の観点から，廃棄物管理施設の敷地及び周辺監

視区域を拡大するにあたり，第17条（廃棄施設）の放射性物質の放出に係

る年平均地表空気中濃度の計算及び第２条（遮蔽等）の施設からの放射線

（直接線及びスカイシャイン）による線量評価へ影響がないことを以下の

とおり確認した。 

  

２．放射性物質の放出に係る線量評価 

  放射性物質の放出に係る線量評価において，周辺監視区域の拡大（冷却

空気出口シャフトの排気口およびガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒か

らＳ及びＳＳＷ方位）による影響を確認するため，周辺監視区域の拡大後

における冷却空気出口シャフトの排気口およびガラス固化体受入れ・貯蔵

建屋換気筒から周辺監視区域境界までの距離を用いて気体廃棄物の放出に

係る年平均地表空気中濃度の計算を行った。 

 なお，計算条件等は「補足説明資料2-2 安全解析に使用する気象条件の

変更に伴う第17 条（廃棄施設）への影響について」と同様である。 

  計算の結果，第１表に示すとおり，年平均地表空気中濃度が最大となる

地点の方位はＷＮＷ方位から変更はなく，評価方位の代表性に影響はない。 

  以上より，放射性物質の放出に係る線量評価に影響はない。 
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第１表 周辺監視区域拡大に伴う年平均地表空気中濃度の計算結果 

核種 評価方位 
評価距離※１ 

（ｍ） 

計算結果 

（Ｂｑ／ｃｍ３） 
備考 

放射性 

ルテニウム 

ＷＮＷ － 900 約1.5×10－13 最大となる方位 

Ｓ 
変更前 1,000 約2.2×10－14 周辺監視区域拡

大の影響がある

方位 
変更後 1,020 約2.2×10－14 

ＳＳＷ 
変更前 990 約2.1×10－14 

変更後 1,010 約2.1×10－14 

放射性 

セシウム 

ＷＮＷ － 900 約8.8×10－16 最大となる方位 

Ｓ 
変更前 1,000 約1.3×10－16 周辺監視区域拡

大の影響がある

方位 
変更後 1,020 約1.3×10－16 

ＳＳＷ 
変更前 990 約1.2×10－16 

変更後 1,010 約1.2×10－16 

放射性 

アルゴン 

ＷＮＷ － 550 約7.8×10－9 最大となる方位 

Ｓ 
変更前 960 約7.1×10－10 周辺監視区域拡

大の影響がある

方位 
変更後 1,030 約6.3×10－10 

ＳＳＷ 
変更前 950 約6.8×10－10 

変更後 1,040 約5.8×10－10 

※１：放射性ルテニウム及び放射性セシウムはガラス固化体受入れ・貯蔵建

屋換気筒から周辺監視区域境界までの距離，放射性アルゴンは冷却空気

出口シャフト排気口から周辺監視区域境界までの距離 
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３．施設からの放射線（直接線及びスカイシャイン）による線量評価 

   施設からの放射線（直接線及びスカイシャイン）による線量評価地点は，

第１図に示すガラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラ

ス固化体貯蔵建屋Ｂ棟から周辺監視区域境界までの距離がそれぞれ最短

となる，ＷＮＷ方位を線量の計算地点としている。 

周辺監視区域の拡大の影響があるＳ及びＳＳＷ方位については，第２

表に示すとおり，評価距離が大きくなるため，線量の計算地点はＷＮＷ方

位から変更はない。 

また，線量の評価に使用する線源条件及び計算方法についても変更は

ない。 

以上より，線量の計算地点に変更はなく，施設からの放射線による線

量評価への影響はない。 

 

第２表 施設からの放射線に係る線量評価地点までの距離 

建屋 評価方位 
評価距離※(ｍ) 

備考 
変更前 変更後 

ガラス固化体受入れ 

建屋 

ＷＮＷ 500 500 最短となる方位 

Ｓ 980 1,010 周辺監視区域拡大

の影響がある方位 ＳＳＷ 970 990 

ガラス固化体貯蔵 

建屋 

ＷＮＷ 550 550 最短となる方位 

Ｓ 990 1,010 周辺監視区域拡大

の影響がある方位 ＳＳＷ 970 1,010 

ガラス固化体貯蔵 

建屋Ｂ棟 

ＷＭＷ 550 550 最短となる方位 

Ｓ 1,050 1,060 周辺監視区域拡大

の影響がある方位 ＳＳＷ 1,030 1,060 

※：各建屋中心から周辺監視区域境界までの距離 
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第１図 線量計算地点 
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安全解析に使用する気象条件の変更に伴う 

第 17 条（廃棄施設）への影響について 

 

１．概要 

気象条件の変更により，「気体廃棄物の放出に係る公衆の線量」への

影響を確認するため，平常時における年平均地表空気中濃度を計算した。 

また，気体廃棄物の放出に係る線量が，公衆への影響を無視できるレ

ベルであることを確認した。 
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２．気象条件の変更に伴う各パラメータへの反映 

２．１ 計算のための前提条件 

(１) 計算に用いる放射性物質の放出量 

   計算に用いる放射性物質の放出量は，廃棄物管理施設からの推定年間

放出量を用いる。 

ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シ

ャフトの排気口から大気中に放出される放射性アルゴンの推定年間放出

量は，2.3×1010Ｂq である。また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒から放出される放射性ルテニウム及び放射性セシウムの推定年間放

出量は，それぞれ 6.5×10６Ｂｑ及び 3.8×10４Ｂｑである。 

 (２) 放出源の有効高さ 

   ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒については，地上高さに周辺の

建物及び地形を考慮して，全方向について 50ｍとする。 

   冷却空気出口シャフトについては，吹上げを考慮せずに地上放出とし，

０ｍとする。 

 (３) 気象条件 

   現地における平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１年間の地上

10ｍ地点における観測による実測値を使用し，年平均地表空気中濃度の

計算には，第１表に示す方位別大気安定度別風速逆数の総和を使用する。 

 (４) 地表空気中濃度の計算地点 

   冷却空気出口シャフト及びガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒を中

心として，それぞれ 16 方位に分割し，各方位の周辺監視区域外につい

て行う。 
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２．２ 年間平均地上空気中濃度の計算方法 

周辺監視区域外の年間平均地上空気中濃度は，「発電用原子炉施設の

安全解析に関する気象指針」に示される基本拡散式により計算する。 

計算において，安全解析に使用する気象条件の変更が影響する箇所は，

方位別大気安定度別風速逆数の総和であり，以下の計算式のハッチングで

示した部分である。 

 

        χ ＝Σ (χjＬ＋χjＬ－１＋χjＬ＋１） 

 

     ＝Σχ jＬ＋Σχ jＬ－１＋Σχ jＬ＋１ 

 

    χ jＬ＝Ｑ・χｎ jＬ ・      ・Ｓ jＬ 

 

    χ jＬ－１＝Ｑ・χｎ jＬ－１ ・     ・Ｓ jＬ－１ 

 

    χ jＬ＋１＝Ｑ・χｎ jＬ＋１ ・     ・Ｓ jＬ＋１ 

 

    χｎ jＬ ＝               ・ exp（－        ）・Ｆ j１ 

 

    χｎ jＬ－１ ＝               ・ exp（－         ）・Ｆ j２ 

 

    χｎ jＬ＋１ ＝               ・ exp（－         ）・Ｆ j３  

ここで， 

    χ：着目地点における年間平均地上空気中濃度（Ｂq／ｍ３) 

 Ｆ 

 j＝Ａ 

 j 

１ 
Ｎｔ 

Ｎｔ 
１ 

Ｎｔ 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

２σz j
２  

ＨＬ
２ 

２σz j
２  

ＨＬ－１
２ 

２σz j
２  

ＨＬ＋１
２ 

 j  j 
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    χjＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である 

        ときの着目地点における年間平均地上空気中濃度の方位内 

       平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χjＬ－１，χjＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

っており，大気安定度が j であるときの着目地点における

年間平均地上空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χｎjＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），

単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着目

地点における地上空気中濃度の方位内平均値(Ｂq／ｍ３) 

    χｎjＬ－１，χｎjＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向

かっており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速(１ｍ／

ｓ）及び大気安定度が j であるときの着目地点における地

上空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    Ｑ  ：放射性物質の年間放出量が，１年間一様に連続して放出さ 

       れるとしたときの放出率（Ｂq／ｓ） 

    Ｎｔ ：総観測回数（8,760) 

    ＳjＬ ：着目方位Ｌに関する，大気安定度が j であるときの風速 

       逆数の総和（ｓ／ｍ） 

    ＳjＬ－１，ＳjＬ＋１：それぞれ着目方位Ｌに隣接する方位に関する，大

気安定度が j であるときの風速逆数の総和（ｓ／ｍ） 
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第１表 方位別大気安定度別風速逆数の総和 

                                                          (標高 69ｍ，地上高 10ｍ)(ｓ／ｍ） 

           大気安定度 

計算地点の方位 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ｎ 2.04 34.01 0.28 92.86 3.84 77.55 

ＮＮＥ 1.44 36.11 7.66 97.50 5.90 76.97 

Ｎ Ｅ 3.04 21.95 5.76 93.87 6.92 70.87 

ＥＮＥ 1.27 16.81 5.89 129.42 17.87 89.26 

Ｅ 2.54 14.29 25.04 255.73 16.13 79.70 

ＥＳＥ 0.67 21.22 41.73 249.84 14.87 72.85 

Ｓ Ｅ 0.00 15.51 20.07 146.27 17.46 91.57 

ＳＳＥ 0.00 16.83 4.64 51.92 4.60 62.86 

Ｓ 0.00 6.12 1.77 40.61 1.93 33.50 

ＳＳＷ 0.00 6.23 1.47 39.30 0.00 32.48 

Ｓ Ｗ 1.01 3.29 3.02 25.70 0.00 14.15 

ＷＳＷ 1.12 19.30 12.62 100.96 1.41 15.51 

Ｗ 3.80 34.65 36.22 222.59 7.83 39.56 

ＷＮＷ 1.72 48.36 28.49 261.63 11.33 88.65 

Ｎ Ｗ 2.33 10.99 1.70 80.16 0.96 50.47 

ＮＮＷ 0.84 17.51 0.00 39.46 0.48 54.07 
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３．年間平均地上空気中濃度の計算結果 

  第２表に変更前後の周辺監視区域外における年平均地表空気中濃度を比

較する。 

変更後の放射性アルゴンについて濃度が最大となるのは，ガラス固化体

貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排気口か

らＷＮＷ方向約550ｍの地点であり，その値は約7.8×10－９Ｂｑ／ｃｍ３で

ある。 

  また，放射性ルテニウム及び放射性セシウムについて濃度が最大となる

のは，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒からＷＮＷ方向約900ｍの地

点であり，その値は放射性ルテニウムが約1.5×10－13Ｂｑ／ｃｍ３，放射

性セシウムが約8.8×10－16Ｂｑ／ｃｍ３である。 

  これらの値を「線量告示」に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度

限度と比較すると，放射性アルゴンが五万分の一以下，放射性ルテニウム

及び放射性セシウムが一千万分の一以下であり，変更前と同様に極めて小

さい。 

 

第２表 気象条件変更に伴う年平均地表空気中濃度の計算結果 

核種 評価方位 
評価距離※１ 

（ｍ） 

計算結果 

（Ｂｑ／ｃｍ３） 

放射性 

ルテニウム 

変更前 Ｗ 変更前 890 約1.5×10－13 

変更後 ＷＮＷ 変更後 900 約1.5×10－13 

放射性 

セシウム 

変更前 Ｗ 変更前 890 約8.7×10－16 

変更後 ＷＮＷ 変更後 900 約8.8×10－16 

放射性 

アルゴン 

変更前 Ｗ 変更前 550 約6.4×10－9 

変更後 ＷＮＷ 変更後 550 約7.8×10－9 

※１：放射性ルテニウム及び放射性セシウムはガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒から周辺監視区域境界までの距離，放射性アルゴンは冷却空気出口

シャフト排気口から周辺監視区域境界までの距離 
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４．平常時の公衆の実効線量評価 

４．１ 気体廃棄物の放出に係る公衆の被ばく経路 

  廃棄物管理施設は，ガラス固化体を管理する施設という特徴から，ガラ

ス固化体の固化ガラス自体が放射性物質を閉じ込めており，さらに，ステ

ンレス鋼製の容器内に閉じ込められている。よって，廃棄物管理施設から

の気体廃棄物の放出に係る公衆の線量については，放射性希ガスからの外

部被ばくが代表的な被ばく経路となる。 

  線量の計算は，敷地境界外の年平均地表空気中濃度が最大となる地点に

居住する人を対象とし，最大濃度のサブマージョンによる１年間の外部被

ばくを仮定した。 

 

４．２ 放射性希ガスからの外部被ばくに関する実効線量の計算方法 

  実効線量は，以下の式により計算する。 

    Ｄ１＝Ｋ１・χ１ 

   ここで， 

  Ｄ１  ：放射性希ガスからの外部被ばくに係る実効線量 

（ｍＳｖ／ｙ） 

  Ｋ１  ：空気中濃度あたりの実効線量係数 

       （放射性アルゴン：5.3×10－６×365) (       ) 

  χ１  ：年平均地表空気中濃度  

       （放射性アルゴン：7.8×10－３）(Ｂｑ／ｍ３) 

Ｂｑ／ｍ３ 

ｍＳｖ／ｙ 
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４．３ 実効線量の評価結果 

  気体廃棄物の放出による公衆の実効線量は，年間約1.5×10－５ｍＳｖ／

ｙであり，変更前と同様，公衆への影響を無視できるレベルであることを

確認した。 

  以上より，気象条件を変更しても気体廃棄物の放出に係る公衆の線量は，

変更前と同様，規則要求を満たす評価であることを確認した。 
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敷地の面積及び形状の変更に伴う 

第 12 条（設計最大評価事故時の放射線障害の防止） 

への影響について 

１．概要 

  廃棄物管理施設に隣接する核燃料物質使用施設（環境管理センター）等

の周辺監視区域との一元化の観点から廃棄物管理施設の敷地及び周辺監視

区域を拡大するにあたり，第12条（設計最大評価事故時の放射線障害の防

止）の線量評価へ影響がないことを以下のとおり確認した。 

 

２．設計最大評価事故の線量評価 

２．１ 敷地拡大による影響を受けるパラメータ 

  設計最大評価事故の線量評価に使用する相対濃度（以下，「χ／Ｑ」と

いう。）の最大となる方位は，ガラス固化体貯蔵建屋（以下，「ＥＢ建

屋」という。）からＷＮＷ方位である。 

  敷地拡大（ＥＢ建屋からＳ及びＳＳＷ方位）による影響を確認するため，

敷地拡大後におけるＥＢ建屋から敷地境界までの距離を用いてχ／Ｑの計

算を行った。 

 

２．２ χ／Ｑの計算方法 

  設計最大評価事故の評価に用いるχ／Ｑを，地上高10ｍ（標高69ｍ）に

おける平成25年４月から平成26年３月までの１年間の観測資料を使用して

求めた。 

（１）式に示す風向，風速，大気安定度及び実効放出継続時間を考慮

したχ／Ｑを求め，方位別にその値の小さい方からの累積度数を年間のデ

ータ数に対する出現頻度（％）として表す。χ／Ｑの分布から，累積出現
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T

頻度が97％に当たるχ／Ｑを方位別に求め，そのうち最大のものを設計最

大評価事故の評価に使用する。 

  ただし，χ／Ｑの計算の着目地点は，各方位とも敷地境界とし，着目地

点以遠でχ／Ｑが最大になる場合は，そのχ／Ｑを着目地点における当該

時刻のχ／Ｑとする。 

  χ／Ｑ＝  Σ(χ／Ｑ)i・δi …………………… （１） 

   ここで， 

  χ／Ｑ    ：実効放出継続時間中の相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  Ｔ      ：実効放出継続時間（ｈ） 

  （χ／Ｑ)i    ：時刻 i における相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  δi      ：時刻 i において風向が当該方位にあるとき 

           δi＝１ 

          時刻 i において風向が他の方位にあるとき 

           δi＝０ 

   （χ／Ｑ)i の計算に当たっては，短時間放出のため，方位内で風向

軸が一定と仮定して（２）式で計算する。 

  (χ／Ｑ)i ＝            ･exp (－     ) …（２） 

   ここで， 

     σyi：時刻 i における濃度分布の水平方向の拡がりのパラメータ 

（ｍ） 

    σzi：時刻 i における濃度分布の高さ方向の拡がりのパラメータ 

（ｍ） 

    Ｕi ：時刻 i における風速（ｍ／ｓ） 

    Ｈ ：放出源の有効高さ（ｍ） 

i＝１ 

    １           Ｈ２ 
π・σyi・σzi・Ｕi     ２σzi２ 

１ 
Ｔ 
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方位別χ／Ｑの累積出現頻度の計算に使用する風向風速は，建屋から

直接放出として地表付近の風を代表する地上高 10ｍ（標高 69ｍ）の風向

風速とする。静穏の場合には風速を 0.5ｍ／ｓとして計算し，その風向は

静穏出現前の風向を使用する。 

   また，放出源の有効高さは０ｍとし，実効放出継続時間は１時間とす

る。 

 

２．３ 計算結果 

  計算の結果，第１表に示すとおりχ／Ｑの最大となる方位はＷＮＷ方位

から変更はなく，線量評価における評価方位の代表性への影響はない。 

  以上より，設計最大評価事故時における線量評価に影響はない。 

 

第１表 設計最大評価事故の線量評価に使用するχ／Ｑ計算結果 

放出位置 
実効放出

継続時間 

評価 

方位 

評価距離※１ 

（ｍ） 
χ／Ｑ 

(ｓ／ｍ３) 
備考 

ＥＢ建屋 １時間 

ＷＮＷ － 560 1.8×10－4 
最大とな

る方位 

Ｓ 
変更前 940 0※２ 

敷地拡大

の影響が

ある方位 

変更後 1,010 0※２ 

ＳＳＷ 
変更前 930 0※２ 

変更後 1,010 0※２ 

※１：各放出位置から敷地境界までの距離 

※２：累積出現頻度 97％時点において，風向が他の方位にあるため。 




